
　6月12日の公開プレゼンテーションを受け、7月17
日に大和市協働事業提案における公開検討会が行われ
ました。公開検討会は協働事業として取り組むのにふ
さわしい提案を大和市協働推進会議として市長に提言
するための検討を公開で行うことを目的としています。
　公開プレゼンテーションから公開検討会までの約1
カ月の間、各提案者と協働推進会議委員、市の担当課
の3者で協働事業実現の可能性について調整を行って
きました。この調整期間での経緯を発表し、さらに実
現の可能性について検討した結果を受けて、協働推進
会議は市長に対しての提言をまとめることとなります。
　公開検討会を始めるにあたって協働推進会議の渡辺
精子代表からあいさつがありました。
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提案をされた方、または、これを受けていただい
た担当課の方、お暑い中公開検討会にお集まりい
ただいて本当にありがとうございます。皆様のお
手元のプログラムに公開検討会の趣旨が書かれて
おります。ここで議論し、検討されたものは、こ
れから『大和市新しい公共を創造する市民活動条
例』に基づきまして、提言としてまとめ、市長に
提出いたします。1カ月以上かけて検討していた
だき、市長の検討結果が出ます。結果が出ました
ら提案者と市長が協定書を交わしまして、そこか
ら初めて協働事業が出発するというプロセスを踏
むことになります。今日は限られた時間ですが、

 

大和市協働事業提案の日程大和市協働事業提案の日程大和市協働事業提案の日程大和市協働事業提案の日程大和市協働事業提案の日程

6月12日
公開プレゼンテーション

7月17日
公開検討会
協働事業提案を協働事業推進会議として
市長に対して提言するための検討を公開
で行います。
（このニュースでお知らせしている会議）

8月19日
市長への提言

9月30日予定
市長の検討結果説明

公開調整期間

有意義にご活用できます
よう皆様に協力をお願い
いたします。これをあい
さつの言葉とさせていた
だきます。

～渡辺精子代表よりあいさつ～

各提案の実現性に対する評価や内容
に対するアドバイスなどをボードに
貼る参加者
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■協働事業提案一覧■協働事業提案一覧■協働事業提案一覧■協働事業提案一覧■協働事業提案一覧

公開調整ではA～Fのグループに分かれ、事業提案者が担当の推進会議委員と市の担当課とともに話し合いを行い
ました。以下は担当の一覧です。１～１５の番号は公開プレゼンテーションでの発表の順番です。

カラオケとふれあいの場
「ミニデイサロン」

高齢者の体力作り支援事業

市民へのより良い
スポーツ環境の提供

新体操教室

出張教室からひろがる
温暖化を考える会

まほろば子ども文芸大賞

つきみ野けやき並木
再生に向けて

つるま自然の森　緑育事業
―緑を育て、緑で育つ―

市役所関連施設の忘れ物傘
の再利用（リユース）事業

空き店舗活用による
子どもの居場所作り

ボランティア預託LOVES

「防犯マニュアル」作成事業

道路環境美化ボランティアの
里親制度（アダプト・プログラム）

“ふくしの手全員集合”

資源とごみの出し方
変更に関する
市民説明会協働開催事業
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14

15

A

B

C

D

E

F

グループ　 No.   　　提案事業名　　　　　　　　　　　　　　担当委員　　　　　担当課　　　

池本、宇津木、
筑地

渡辺、熊谷

大野、木之下、
平塚

内海、小原、
中村

小杉、杉山
玉木

河崎、林、
百瀬、八木

高齢者福祉課
障害福祉課

高齢者福祉課

スポーツ課

スポーツ課

環境総務課

指導室

土木総務課
土木管理課

水と緑課

産業振興課
児童育成課

情報政策課

安全なまちづくり課

道路管理課

福祉総務課

環境総務課

契約管財課
環境総務課
産業振興課

（１）公開調整の報告と再提案
・3ページから10ページは公開調整の経緯を発表したものです。
・発表順はA～Fのグループ順になっています。

（２）評価と全体での話し合い
・11ページから20ページは、公開調整の結果を受け、事業提案者と担当推進委員、協働対象者のそれぞれの立場
　から、協働事業の実現性と可能性について3段階で評価し、表に貼ったものです。
・市からの提案事業（Fグループ）は、それぞれの立場から、協働事業の内容に対するアイデアなどを貼っていた
　だきました。
・評価の結果をもとに、全体で話し合いました。

■全体の流れ■全体の流れ■全体の流れ■全体の流れ■全体の流れ



6.カラオケとふれあいの場　「ミニデイサロン」
【提案者】調整の場では、もっと仲間を集めて実績をつ
くってからでもよいのではないかという話がでました。
それから、公共の場でポータブルのカラオケを使うのは
どうかという話もでました。一番問題になったのは、個
人の事業所でやるので、前年度の例もありまして、一つ
の事業所を宣伝するのではないかということで少し問題
になりまして、それは協働推進会議で検討して結果が出
るということになっています。
【市高齢者福祉課】こちらのニコニコ会のミニデイサロ
ンにつきましては、私、高齢者福祉課と障害者福祉課、
2つの課が担当いたしますけれども、高齢者福祉課が代
表いたしまして、ご説明させていただきたいと思いま
す。

Aグループ
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　高齢者につきましては、大和市だけではなくて全国的
な問題でありますけれども、高齢化社会ということで大
和市においても高齢者率14％を超えている状況です。来
年の4月、介護保険法の改正で、今までの介護保険は介
護保険適用の方が対象になっていた事業でしたが、今後
は介護予防という観点からますます閉じこもりの方に対
する施策等も重要になってきているのではないかと考え
ております。今回の提案についても、趣旨としては閉じ
こもり予防等を考えると、協働事業でやっていくのはよ
いものではないかと思っております。これからも多少協
議していくこともあるかと思いますが、ご協力できると
ころはしていきたいと考えております。

9.高齢者の体力作り支援事業
【提案者】敬愛会です。前回の公開の調整を元にその後の
調整や思いについて報告したいと思います。敬愛会では
本年 10月より、介護保険の有無に関係なく、65歳以上
の方を対象に、体力作り教室を開催したいと考えており
ます。この教室は週に1回から2回、10名程度を定員に、
3カ月で 1クールとします。安全で、効果的な体力作り
教室にするために設備と専門知識のある人材として医学
療法士と保健士の協力をこの協働事業でお願いしたいと
思っております。理学療法士にはトレーニングのメ
ニューや評価、効果測定に対して協力を求めていきたい
と思っております。保健士には健康状態の把握、トレー
ニングメニューへのアドバイス、緊急時の対応等を協力
として求めていきます。過度なトレーニングをするので
はなく、高齢者が自宅でも継続して行えるような体操を
行うことによって転倒防止の効果や体力低下を防ぐのに
役に立つと考えております。筋力トレーニングの効果に
つきましても、公開調整の場で指摘されましたが、良く
なっている反面、悪くなった人が13％もいるというデー
タがあります。実際このデータがどのような状態でとら
れたのかわかりませんが、教室参加が引きこもりの方が
外に出るきっかけになったり、生活相談の場になったり
数字では評価できない部分を大切にしていきたいと考え
ております。
公開調整の場で出た質問のもう1つには、事業展開中

のリスクへの対応です。リスクにつきましては、参加さ
れた方にも認識していただくため、誓約書のようなもの
をつくり、あらかじめ一定のリスクを負うことを記入し
たり、問診表をつけていきたいと思います。また、事前
に市の診断書を通じて健康状態を把握していきます。ま
た、協働事業参加中の事故につきましても、通常事業に
加入している保険はありますが、ボランティア保険が適

用できるのか市民活動課に問い合わせ中です。
実施期間を（平成）18年 3月 31日までとしておりま

すが、介護保険法が改正されることになり、大和市の対
応も異なってくるかと思いますので今年度の取り組みと
して考えております。事業のアフターフォローなどにつ
きましても、自宅に帰ってからもできるようなリハビリ
メニューを提供したいと考えております。最後に、この
協働事業に参加した方ご自身が得たものをボランティア
として地域に広めていただき、福祉の輪が広がっていく
ことが私たち敬愛会の思いです。
【市高齢者福祉課】介護保険法の改正によりまして、ます
ます介護予防というのが重要になります。そういう中
で、いかに高齢者の方が介護保険の適用にならないかと
いうことで、日ごろからの体力作りであるとか、閉じこ
もり、或いは栄養指導といった施策も重要になってきて
いるのではないかと考えています。先ほど高齢化率14％
を超えているというお話をしましたが、やはり高齢者の
皆様が健康でいきいきといつまでも生活できるような体
力作りの場所や、器具を提供するということは今後、介
護予防や健康作りを推進していくためには、重要である
と考えています。提案者のお話の趣旨は、より効果的な
トレーニング方法や、効果を見るための評価表などにつ
きまして、より専門的な知識や技術が必要であるという
ことです。そういう中で、高齢者福祉課としましては、理
学療法士や保健士が、可能な範囲で事業のリスク管理や
効率的な運動方法、評価方法、また成果の分析等につい
て協働させていただくことは可能だと考えております。
また市といたしましても、本事業の成果を共有しまし
て、来年度、介護保険法の改正に向けまして、介護予防
事業に活かせるものと考えております。
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2.市民へのより良いスポーツ環境の提供
【市スポーツ課】まず、6月 12日のプレゼンテーション
をうけまして、7月17日に提案者、スポーツ課の職員2
名、スポーツ振興公社の職員1名と第 1回目の会議をス
ポーツセンターの会議室の方で持ちました。市民へのよ
り良いスポーツ環境の提供ということですが、中身を確
認しますと、バスケットボールをメインに活動されてい
るリアライズさんが、定期的に場所を確保していきたい
ということがメインの提案なのかなと担当課としては判
断しました。場所の確保という件につきましては、大和
のスポーツセンターはかなりの利用率がありまして、休
みの日は十数倍にものぼる予約で取りづらいという環境
の中で、この団体に対して優先的に場所を確保するとい
うことが大変厳しい状況です。こういった内容について
リアライズさんとお話をしました。すると、優先確保と
いうことに留まらずリアライズさんで持っているバス
ケットの技術指導などをぜひ今後提供していきたいとい
うこと、またその中で、総合型地域スポーツクラブとい
うものについてもかなりのお考えがあるということで、
行政も取り組んでいかなければならないことになるので
すが、今後リアライズさんとは情報交換ということで協

Bグループ

8.新体操教室
【市スポーツ課】6月25日、スポーツセンターで会議を
持ちました。提案者、スポーツ課の職員2名、青少年セ
ンターの職員1名、スポーツ振興公社の職員1名と推進
委員の渡辺さん、事務局2名ということで打ち合わせを
させていただきました。この新体操につきましても、や
はり施設を優先的に確保したいということで、先ほど申
し上げた通り、一般の利用者等の予約も数十倍にのぼる
ということで優先予約に関しましては現在の段階では難
しいとでお返事しました。また現在大和市の方でスポー
ツ振興公社に委託しているスポーツ教室の中で、体操に
関連する教室もいくつか開催しておりますので、この教
室と新体操教室さんとの差も見えないということで今回
の提案は難しいのではないかと。また新体操教室さんの
将来像がまだ見えていないという部分がかなりありまし
たので、もう少し検討してくださいとお願いしました。

働の道を歩んでゆくというという方法も一つとしてある
のではないかと考えました。
【提案者】前回の調整をした段階で我々の提案というの
は場所の提供を優先的に考えてもらえないかということ
のお願いだったのですが、私の考えた総合型地域スポー
ツクラブの提案というのは、文部科学省が2010年に対
して地域クラブ化を推進しなさいという状況の中で、私
はまずそれを前提条件として子どもたちがいつもスポー
ツをできる状況、それと横浜市で今お手伝いしている子
どもの居場所をつくる事業を大和市でもできないのかと
いうものでした。まず文部科学省の「総合型地域スポー
ツクラブ構想」の提案というのが市やスポーツ振興公社
などでまだ検討段階というお返事でした。ただ、今大田
区や港区からも相談を受けていますが、私は大和の市民
ですのでこの大和の中で協働事業を通じて地域クラブ化
をお手伝いしていこうということでこの前のお話は済み
ました。今すぐ場所を提供してくださいという話では無
理だと思うのでこれを継続して、市、スポーツ振興公社
とお話を続けていければ子どもたちがより良いスポーツ
ができるのではないかと思います。

【提案者】6月25日に集まっていただいて、スポーツ課、
青少年センター、スポーツ振興公社、協働推進会議委
員、事務局の方とスポーツセンターで会議を行いまし
た。スポーツ公社に委託しているスポーツ教室の中で
できないかということの確認をしたところ予算面から
今は種目を増やすことは難しいという話をいただいて、
その後協働推進会議委員からは折半で経費を考えてい
くとお話をいただきました。予算がないなかで、神奈
川県ではスポーツ指導者派遣事業というのをやってい
まして、これを申請すると指導者に指導料としてお支
払いできると。ただ、支部の問題がありまして、支部
がないと練習ができないので、そこはどうしようかな
というふうに考えております。この新体操教室が実現
できれば市民の子どもたちが運動を好きになってもら
えたり、健康作りに繋がってくるのではないかと思い
ます。



2005年 7月17日 公開検討会ニュース 05

3.出張教室からひろがる温暖化を考える会
【提案者】出張教室からひろがる温暖化を考える会です。
この度、市民活動センターをはじめ、皆さんお世話にな
り、ありがとうございます。ご報告申し上げます。この
会を立ち上げまして、私どもとしては、格別難しいこと
をしようとしているわけではないと考えています。私ど
もが協働するという目的として重要だと考えているの
は、温暖化をもっと皆さんに問題視してもらう、そして
協働の効果として、行動範囲や活動の場を増やし仲間が
できると、スピードができて、継続性が高まってくる
と。また、大和市民の環境への理解、関心が高まるので
はないかと協働提案をしました。その手段として現在行
えることがいろいろとあると思いますし、協働となれば
レベルアップが図れて、その目的のためにより改善され
ていくのであろうと考えていました。　　　　　 　　
話し合いが進む中で、提示したものに具体性が見ら

れないということが疑問視され、最終的に時間がたって
今日に至っております。私どもが重要と考えているもの
の視点は先ほど申し上げた通りですが、例えば出張教室
の授業を市と一緒にやってくというイメージが私にはな
かったのです。手段を視点に置いていなかったので少し
話がずれてしまいましたので今のところまとまりがつい
ておりません。私の会は今後具体的にやるという案は出
ておりますが、残念ながら実績はさほどないので実績を

Cグループ

10.まほろば子ども文芸大賞
【提案者】まほろば子ども文芸大賞の実行委員会事務局で
す。7月 12日に教育委員会の指導室、青少年教育セン
ター、社会教育課、この3つの課と調整を行いました。そ
の内容をご報告したいと思います。まほろば子ども文芸
大賞事業の目的は、子どもたちの表現力、思考力をアッ
プさせる意味と、子どもたちが自分の言葉で、自分の考
えていることを表現していく機会と場所をつくりたいと
いう思いから、今回事業を提案させていただきました。
調整の場で指導室、青少年センターから提案者の事業

目的の中に学校教育を否定しているように取れる部分が
あるというご指摘がありました。しかし、学校教育を否
定するものではなく、家庭教育や、地域教育など教育全
般に対して、建設的な批判をしていきたいということを
申し上げました。また、事業の推進にあたりまして、作
文の添削指導など現場の先生方の負担が増えるのではな
いかというご質問もありました。これに対しては、先生
方のご負担は一切ありません。書いた作文は提案者の代
表の方に直送していただくという形になります。先生方
からは、チラシを配っていただくときに、今度まほろば
子ども文芸大賞というのがあるからぜひ応募したら、と
声をかけてくれるだけでありがたいと思っております。
子どもたちの可能性のために学校とか塾とかスポーツク
ラブなど地域の協力があればなおよいという思っており
ます。調整の最後に、我々の行動を見ていただいて、協
力できる内容からご協力いただけたらと申し上げ、調整

踏まえた話というのはできません。実績を踏まえた話を
するのであれば、実績をまず聞いてから申し込みを受け
付けた方が良いのではないのかと思います。
【市環境総務課】環境総務課として調整会議で感じたこ
とをお話したいと思います。提案者の今回の提案の趣旨
については、市役所の環境総務課といたしましても地球
温暖化防止に向けてこのような提案をしていただいて市
民の方の意識を高めていきたいというところはとても共
感できるところでありますし、また、課としても必要な
ことであると考えております。その後 2回調整会議を
行った中で、課としては残念ながら協働事業として、ど
ういう形ができるのかというイメージを鮮明に持つこと
ができませんでした。その代わり昨年行いました環境立
市大和宣言に基づいて 11月にこちらの市役所の駐車場
におきまして、環境立市フェアというのを開催します。
環境団体の方にお声をおかけして出展していただいてお
りますので、今回の提案者にもぜひ出展していただきた
いとお話しさせていただきました。そこに出展すること
で、他の団体さんとも情報交換をすることができると思
いますし、また、市民の新エネルギーに対する理解度を
把握することができると思うので具体的な協働事業の形
を模索していけるのではないかとお話しております。

を終えました。
【教育委員会指導室】学校教育を所管する部署の立場か
らご報告をさせていただきたいと思います。今のお話の
ように文芸大賞の趣旨は子どもたちが自分の言葉で表現
できる場、空間づくりを目的としておりまして、その考
え方については異存がないものでございます。
　ただ、現実の学校教育の立場で申しますと、このまほ
ろば文芸大賞で作品を発表するとすれば、その過程を通
して学校教育として関わっていくことが当然出てくるか
と思います。そういう意味で、そこの部分は関わらなく
ても結構ですということになりますと、協働事業として
どうなのか。学校教育の立場から主催、共催ということ
になると関わりを持ったなかで子どもたちに学んでもら
うということをすべきだと思います。そういうことで、
目的は理解できますが、学校教育としての関わりを持て
ないのかなという感じを持ちました。先ほどご報告の中
で教員の負担についてご配慮いただいているようなご発
言でしたが、基本的にはそれが仕事ですから、必要であ
ればそのことをやるという立場で考えなければいけない
と思ってます。そういうことからすると、基本的な資本、
方法について、それぞれの立場からやっていくというこ
とにならざるを得ないのかなと思いました。今後の協議
を通じまして、具体的に文芸大賞のPRについてはでき
る範囲でさせていただくと確認しましたので、今後とも
引き続き協議をしていきたいと考えております。
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4.つきみ野けやき並木再生に向けて
【市土木総務課】このご提案につきましては、この並木
道に対する活動を行政側も進めていますので、まず行
政側が先にご説明させていただきます。提案者の方と
は、7月4日に1回調整をさせていただきました。つき
み野けやき並木再生に向けて有志の会の方々とはご提
案以前より接触がございましたので、趣旨等について
は十分理解しているつもりです。内容につきましては、
行政として今後進めていきたいと考えていた内容や、
行政から提案させていただいている道路環境美化ボラ
ンティアの里親制度、アダプトプログラムの事業内容
も含まれていることから、基本的には問題ないという
よりも、ご提案をいただきましてありがとうございま
すと言うべきものと考えております。
ただし、この並木道につきましては様々な方の意見

を元に工夫して残せる街路樹は残していこうという基
本方針を定めた上で、地域関係者の方々を中心とした
けやき並木道検討プロジェクト会議を立ち上げること
になっておりまして、第1回を7月23日に開催するこ
とに決定しております。また、事業内容としてご提案
していただいているモデル剪定につきましては行政と
しても実施していく考えです。これまで、行政側の方
針がはっきりしなかったことに対する危機感もあり、

Dグループ

5.つるま自然の森
【提案者】17年度協働事業提案で緑育事業の提案をいた
しました。その後2回にわたって公開調整が行われまし
た。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。こ
の公開調整の内容ですが、1つ目は都市総務課よりつる
ま自然の森がある内山地区では区画整理と都市計画道路
の計画があり、今のままの状態でつるま自然の森が残さ
れるわけではないが、当面2・3年でどうこうなるものと
いうわけではないので、森が森としてあるうちにできる
ことから始めたらどうかというアドバイスをいただきま
した。森の柵や掲示板の設置、草刈、観察会や森の調査
と記録づくりはすでにあげております。
この公開調整を経て、新たに記録をしたものを出版し

たい、と提案いたしました。調査と記録は子どもたちの
観察会を兼ね、楽しみながら行っていきます。そして、そ
の調査と記録を後世に残る出版物にいたします。幸いに、
協働事業が3年計画で取り組めますので、1年の四季折々
を年 4回、3年かけて 1年間の森を見たことに相当しま
す。こういう観察会を設けますし、生き物調査といった
調査も四季折々に行うことで、年間のつるま自然の森の
調査となります。
緑育事業は子どもたちが緑を育て、その緑によってま

た子どもたちも育てられることを目的としております。
大人たちはそのサポーターでもあり、森と親しむ方法と
手段が無限にあります。そしてそれをサポートするため
の大人の話し合いには私はより多くの人の意見を伺いた
いと思いましたが、全体的な円卓会議、自治会や住み良

このご提案に至ったという経過は十分に承知しておりま
すが、ご提案の内容が今後プロジェクト会議で決定して
いく方向性と、すべて一致しているかに関しましては不
確定な要素があると考えております。したがって、現在
ご提案いただいている事業内容すべてが協働事業として
実施していけるかについては現時点ではまだ判断できな
い部分があります。
理想を申し上げさせていただけば、プロジェクト会

議において決定した街路樹の今後の維持管理方法等につ
いて必要な事業内容をご提案者と地域の方々が一体と
なった活動として進めていただければ本当に望ましいと
考えており、また、このときには行政提案のアダプトプ
ログラムもご利用していただければと考えております。
【提案者】つきみ野けやき並木を考える有志の会です。
先日、公開調整で行政の方針がほぼ同じであるというこ
とを確認できました。これから、細かいことについては
相談しながらやっていきたいと思っております。今回の
協働事業はつきみ野のけやき並木から始まっております
が、これから大和市全体の樹木について考えていき、樹
木について皆さんの気持ちをまとめて、この活動が広
がっていければと思っております。よろしくお願いいた
します。

くする会といった大きな団体を取り込んでやるのはまだ
時期尚早であるとアドバイスもありまして、とりあえず
は水と緑課、みどり財団、そしてつるまの森保全協力会、
リーフパイ、そのほか森を愛するすべての人に声をかけ
て話し合いの場を設けたいと思います。
【市水と緑課】行政の方の立場からの経過の方を説明さ
せていただきたいと思います。提案者から緑を育てなが
ら子どもたちも育てる「緑育」という新しい事業を提案
されまして、行政としてはどのようなことが一緒にやっ
ていかれるのかということで考えました。水と緑課とし
ましては当然緑を育てるということは我々の本来の目的
と合致するので一緒にやっていけますが、子どもにつき
ましてはうちの範疇ではございませんので、青少年セン
ターを巻き込んで子どもの参加をどのように促していく
かということをお話させていただきました。ただ、内山
地区、こちらの北部の方に子ども会がないので、どうし
ても青少年センターと実質的には関係が持てないという
ことで 1回目の話し合いが終了しました。
その中で実際につるま自然の森の将来が不確実だとい

うことがございまして将来図がどのようになっていくの
かを提案者が説明してほしいということだったで、都市
総務課が出席して2回目の話し合いをしました。都市総
務課の話では、今後3年間とりあえずはつるま自然の森
は動きはないだろうということで、3年間の活動につい
てはやれそうだと裏付けもとれましたので、最終的にも
う一度提案の修正をお願いして本日に至っております。
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1.市役所関連施設の忘れ物傘の再利用事業
【提案者】二条通り商店街振興組合の提案いたしました
事業は、市役所関連施設で市民の皆さんが忘れていった
傘を捨ててしまうのではなくて、もう一度市民の手で再
利用していただく。その窓口を商店街にやらせてくださ
いという事業です。2回ほど公開調整を行いました。関
係課3課の方に出席いただき、お話をいたしました。結
論から申し上げますと、2回の公開調整の結果、関係課
の方々と二条通り商店街と基本的に合意いたしました。
第 1回目のときには市役所内部の条例や規則につい

て話し合われました。大和市物品取扱規則と大和市財産
の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例などと照らし合
わせましたが、協働という名の条例はございません。私
どもとここに来られている方たちの提案はすべて、新し
い公共を創造する市民活動推進条例というものです。も
ちろん新しい公共の提案ですから、それにマッチした条
例、規則はありません。今までの規則や条例をどう扱う
かということがポイントになりました。大体、協働事業
提案の公開調整はまず最初に、断られることから始まる
わけです。そこから話し合いが始まります。当初1時間
の予定が延長しまして2時間話しあいました。論点は1
つ、今までの規則、条例に明記していないものができる
かできないかです。つまり、問題は二条通りの提案が新
しい公共を創造する提案であるか否かというところにか
かっております。そこで問題を整理して、そのときは結

Eグループ

7.空き店舗活用による子どもの居場所作り
【提案者】どうして空き店舗利用による子どもの居場所
作りかという目的からわかっていただきたいと思います
けれども、20年ほど前、不登校という言葉ができまし
た。学校に行きたくないという登校拒否ではなく、言葉
が変わって不登校という言葉になり、結局その子たちが
社会に出ようと思ったとき、ニートという現象になって
今現れています。今子育ての所でもそういう同じような
現象が現れています。私の本職はカウンセラーですが、
今専業主婦が危ないと言われています。一生懸命子育て
しているけれど仕方が分からない、コミュニケーション
がとれない、その結果虐待と言われる現象が現れること
があっても、親サイドから見ると虐待をしたくてしてい
るわけではないんですね。それはきちんと良いコミュニ
ケーションがとれて、良い居場所、地域環境さえあれ
ば、回避できるものだと考えております。　

29日に第 1回目の話し合いを持ちまして、空き店舗
活用ということで産業振興課でいろいろ提案が出されて
まして、厳しいことを書かれております。空き店舗活用
はやっているけれども、必ずしも成果を上げていない
と、でもこれはこれからやっていくものなので、必ず成
果をあげられると思っております。とてもすばらしい提
案もあり、12日に次の公開調整を行いました。そのと
きに事業計画書、資金計画書を理事会を開きまして、組
み立てて提出しております。
私たちが空き店舗を利用するための政策といたしま

して、資金繰りが必要なことで、いろいろな制度を使い

論を出さずに 2回目をやろうということになりました。
第 2回目は 5分で終わりました。わずか 9日間、土日

を省きますと7日間しかなかったのですけれども、関係
課の方が本当によくやってくださいました。いきなり、
条例の解釈について法制課と話をし了解をとってきたと
いうことを言われました。大きなハードルを越えたわけ
です。あとは事務的な手続きのみでございます。どう考
えましても法制課と条例の解釈について相当のやりとり
があったことは想像に難くありません。関係課、特に契
約管財課の活躍には頭の下がる思いです。この関係課さ
ん、契約管財課さんのご努力に報いるためにも良い協働
事業をつくり実施していきたいと思っております。
【市契約管財課】提案者からお話がありましたとおりで、
私の方から申し上げることはあまりないのですけれど
も、一つ問題になりましたのは、私の方で取得いたしま
した傘、遺失物法民法の規定を経て市の所有となったあ
かつきに、提案者の方に渡せるかという規定についてで
す。先ほどお話にありましたように大和市財産の交換、
譲与、無償貸付等に関する条例第6条で公益必要がある
場合には譲与できるという規定がございまして、協働事
業として行うのであれば、それは公益上の必要がある場
合に該当するという解釈が成り立つということで、傘を
お渡しできますよという結論になりました。

たいというのがあります。使いたい制度はまだ大和には
ありませんので、その仕組みづくりに協力してくださる
ということなので一緒に歩んでいければと思っています。
いろいろなところで少しずつ一緒に活動をしております
のでそれが空き店舗活用の取り組みになったときになん
らかの形で手助けをしていただければありがたいと思っ
ています。その中の内容としましては、ある程度市の公
共的なお金を使いますので、ある程度人数の集客も必要
だということでそのラインを聞きましたので、そういう
ところを踏まえながら産業振興課さんと一緒にやってい
ければなと思っております。
【市産業振興課】空き店舗を利用した子どもの居場所をつ
くるということは、これは商店街の協力がなければでき
ない事業です。その中で提案者の熱い思いはわかりまし
た。ただ、冷静な計画、資金、この辺が非常にまだ弱かっ
たので具体的にあげてくださいとご提案させていただき
ました。その中で具体的に商店街に何を説明できるか、
商店街が一緒にやりたいねというプランでなければでき
ませんよとお話ししました。今後、商店街が何を望んで
いるかをお互い探りながら時間をかけて話し合いをして
いこうということになりました。それから40ほど商店街
があるのですが、その中でもあまり熱心でないところも
ありますので、それについては私どもの方からこちらが
良いのではないかという提案もさせていただきたいと考
えております。
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11.ボランティア預託LOVES
【提案者】今、LOVESの循環モデル事業の募集を 6月
15日から 8月 1日まで行っているのですが、あまり知
られていないのはなぜかというところから私の提案は始
まりました。LOVESというのは大和の地域通貨であっ
て、大和のためにあると思うのですけれども、なぜ地域
通貨が必要なのかというのはまだちゃんと話し合われて
なかったんですね。それを私なりに一人で考えていたの
ですけれども、調整の結果、LOVES運営委員会がある
ので、そちらで話すのが本筋ではないかということにな
りました。実際のLOVES運営委員会というのは年に4
回しかなくて、メンバーはボランティアセンターの方と
か、自治体の方などがいらっしゃいますが、年4回では
なかなか話し合いが進まないということと、LOVESは
ICカードの普及が目的で作られたもので、本来大和で
なぜ地域通貨が必要かということと少しずれていたとこ
ろがあり、皆さんに伝わっていなかったと思うのです。
今年のLOVES運営委員会では仕切り直しとして、これ
からの公共のための地域通貨ではないかと話し合いを始
めましたので、私の提案はLOVES運営委員会のほうで
今後検討するということで、今回の協働事業からは取り
下げさせていただいています。

【市情報政策課】提案者の思いは何度もお話させていた
だいておりますので理解しているつもりです。その中
で、協働事業として進めていくという部分に関しては、
ボランティアにLOVESを使いたいということの趣旨は
理解していますが、具体的にどういった形で進めていく
のかなかなか話がまとまりませんでした。我々としまし
ても地域通貨LOVESを普及していきたいという思いも
あり、今事務局として市民の方が構成する運営委員会で
LOVESのあり方について検討していただいているので
すけれども、そちらの方にも相談してはいかがですかと
提案しました。逆にLOVESについて行政がどのように
関わっていかなければならないのかということにつきま
しても庁内でプロジェクトチームというものを持ってお
ります。そちらでも提案にありましたボランティアで使
うLOVESというものをどういった形で具現化するか、
これから検討していきたいと考えております。先ほど提
案者から協働事業から取り下げるというお話もございま
したけれども、協働事業の期間もございますので、運営
委員会と庁内プロジェクトに意見を図りながらどれだけ
肉付けしていくか、進行具合によっては協働事業として
継続も可能だと思います。

■行政提案の補足について■行政提案の補足について■行政提案の補足について■行政提案の補足について■行政提案の補足について
行政提案に関しましては、まだ具体的なルールが決まっていないなかで、
今年度については市民提案の調整の代わりに6月30日に意見交換会とい
う場を設けました。この場に、提案に興味を持つ方に集まっていただき、
改めて公開プレゼンテーションと同じようなプレゼンテーションをさせ
ていただいた後、それぞれグループに分かれて意見交換をしたところで
ございます。そのときにいただいた意見も含め、今日これから担当の方
でご説明させていただきたいと思います。
それからこちらの行政提案につきまして、応募の締め切りを7月10日と
いう形でご案内をさせていただきましたが、こちらの周知の期間の問題
や行政提案自体のルールが不明瞭だった点がありまして、応募がなかな
か集まらない状況です。先日推進会議でご意見をいただき、10日で検討
をして、今後、2次募集、3次募集といった形で募集をする予定のものに
つきましては、今後の説明の中であわせてお知らせします。（事務局）



12.「防犯マニュアル」作成事業
【市安全なまちづくり課】当初、行政側では広く市民に
役立つ防犯マニュアルを行政提案させていただきまし
た。その内容としては、ピッキングされにくい鍵の紹
介であったり、参加していただいた方に実際に鍵を取
り替えてもらったりしてそのときの体験談などを盛り
込んで身近でわかりやすいマニュアルを予定しており
ました。安全なまちづくり課では、協働事業者のパー
トナー募集のためにパンフレットを作成し、コミセン
や学習センター、市民活動センターなど市内の公共施
設で配布するとともに、PTAなど参加していただきた
い団体などにも案内状を送付いたしました。実際に、6
月 30日の意見交換会にはあかるいまちづくりの会と、
つきみ野自治会の方の参加をいただき、この事業をど
のように進めていったらよいか、また、どのような形
の防犯マニュアルがよいのかなどを話し合っていただ
きました。
意見交換会の中では、防犯グッズや、防犯対策の紹

介などは変わっていくものなので協働事業がスタート
してから原稿をつくり、皆さんの手に届くまでには時
間がかかってしまうので他の形の防犯マニュアルは考
えられないかといった意見などもありました。また、
他の防犯活動団体とも交流を期待して参加したが、参
加者が少なかったという意見などもありました。こう
いったことから、意見交換会で今後の防犯マニュアル
の進め方としてはもっと参加者を増やして意見交換な
どを行い、交流を進めた上でどういった形の防犯マ
ニュアルがよいのか、再度検討していこうということ
になりました。さらに、こういった意見交換会の報告
書を防犯マニュアルに結び付けられないか、または防
犯ニュースを定期的に発行して、そのまとめとして防

Fグループ

13.道路環境美化ボランティアの里親制度
【市道路管理課】6月30日に意見交換会ということで3団
体の方が出席していただきまして、意見交換会を開きま
した。そのときに確認事項として4点ばかりあがってお
りましたのでその説明をさせていただきたいと思います。
募集の締め切りについてですが、このアダプトプログラ
ムに関しては市内の道路、歩行者専用道路、駅前広場等
を対象にしておりますので、参加したいという団体があ
りましたら随時受け付けを行っておりますので、土木管
理課のほうで申し込みをいただきたくよろしくお願いい
たします。2点目といたしまして、清掃道具の貸与を負
担金に変えることはできないかというご意見をいただい
ていましたが、今回は協働事業ということで提案をさせ
ていただきましたけれども、当初、予算はアダプトプロ
グラムという単独の事業で考えておりまして、物品の支
給もそのように考えておりましたので、現時点では清掃
道具の貸与ということで、よろしくお願いいたします。
負担金につきましてはこれから研究をさせていただきた
いと思います。それから、参加者の励みになるように街
路樹に里親名を掲げることができないかというご意見な

犯マニュアルを作成してはどうかといった意見などもい
ただきました。
また、その後ガーディアンエンジェルズや、大和女性

防犯会、協働推進会議委員の方からも参加がありました
けれども、今後はもっと多くの方に参加していただける
ため、防犯交流会をまず8月に開催する予定です。その
中でお互いの交流を深めていただいた上で、防犯マニュ
アルに参加していただく方を再度募集し、この事業を進
めていく予定です。ここにいらっしゃる方の中で防犯に
興味のある方は是非ご参加をお願いしたいと思います。
【市事務局】7月12日までに応募いただいているかたを
ご紹介しますと、池本薫さん、NPO法人ガーディアン
エンジェルズ大和支部、明るい街づくりの会、大和女性
防犯会の 4件に応募をいただいております。その中で、
明るい街づくりの会の代表の方から、一言応募の動機を
お話いただきたいと思います。
【応募者】私は底力事業の方にも参加しております。安
全なまちづくり課の方の防犯に関して協働事業として参
加させていただいて、私たちも勉強したいし、そこに溶
け込んで活動をしたいと思い応募いたしました。皆さん
も色々な角度から協働事業に対しての提案をされてい
て、非常に立派なことだと思っております。私たちも防
犯と美化運動を旗柱に活動を行ってきたわけであります
けれども、今回、水と緑課の方から緑愛護会の方の参加
が許されまして、みどり財団から花の種やフラワーボッ
クスを支給していただくことになりました。土木管理課
さんから協力によって市の所有地約230㎡を無償で2年
6カ月間使用してよいという認可をいただいておりま
す。私たちは一生懸命好意に報いるように会員65名と
スクラムを組んで頑張っていきたいと思っております。

のですが、アダプトプログラムで一定区間の道路の街路
樹を養子にしていただくことは差し支えありません。名
前につきましては市と団体との合意によりますので、団
体名の下に個人名をつけていただくという形なら構いま
せん。もう1点は一定の期間活動を行っているという看
板を出すかどうかということですけれども、これは看板
を掲げる場所があるかどうか、申し込みいただいた団体
と現地を確認しまして設置する場所があれば相談しなが
ら決めていきたいと思っております。
【市事務局】こちらの道路環境美化ボランティア里親制
度の現在の申し込みは、つきみ野まちづくり委員会、東
京電力株式会社相模原支社大和営業センター、たのしい
会と大和秋香会が2団体で1箇所ということで応募をい
ただいております。本日はたのしい会、大和秋香会の代
表がいらっしゃっていまして応募の動機を先ほどうかが
わせていただきましたが、少しでも地域に貢献をしてい
きたいということで、たのしい会というのが老人会で秋
香会というのが大和で菊作りをやってらっしゃる皆さん
の集まりということで今回ご応募をいただきました。
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14.ふくしの手　全員集合
【市福祉総務課】今回福祉総務課といたしましてはふく
しの手全員集合という行政提案をさせていただきまし
た。現在大和の市内には多くのふくしの手が存在してい
ると思いますが、ただし、なかなかこのふくしの手が表
に出てきていない部分が多くあります。そのような中
で、人材というテーマで今回行政提案をさせていただき
ました。ふくしの手全員集合という非常に具体性がわか
りにくい状況になっておりまして、この部分につきまし
ては先日の意見交換会でお集まりいただきました各団体
の皆様からもいろいろなご意見をいただきました。
そのような中で、今回ふくしの手全員集合という事

業の中では、人材の募集、人材の育成、大きくこの2つ
の点に絞って取り組んでいきたいと思います。この人材
募集、育成というのは非常に簡単なように聞こえるので
すが、とても難しい大切な問題であるという共通の意見
も先日の意見交換会でありました。現在、団塊の世代と
いわれる、今後地域に戻ってくるであろう方たち、その
多くのふくしの手となりうる方たちを、どのように地域
に呼び込んでいくのかが問題となっています。また地域
にいてそういった活動に参加したいのだけれども、参加
方法や手段がなかなかわからない方もいます。
具体的な問題を解決していくために現在、大和市お

よび大和市福祉協議会、ボランティアセンターでは、人
材募集、育成については行っていますが、まだ十分足り
ていない所が多くございます。そこで今回提案をさせて
いただきまして、この提案にご賛同いただける皆様と共
に、人材募集、ならびに育成への取り組みを考えていき
たいと考えております。

15.資源とごみの出し方
【市環境総務課】資源とごみの出し方変更に関する市民
説明会の協働開催事業というのを提案させていただいて
おります。今のところ、協働運営委員会の山口さんをは
じめ、いろいろな方にお手伝いをいただきながら、一生
懸命この事業のPRをしているところでございます。実
際に有料化、個別収集がどうなっているのかと思ってい
る皆様もいらっしゃると思うので、今の所の進行具合に
ついてお話をさせていただきたいと思います。
説明会は各会場とも、会場に入りきらないくらいの

方がいらっしゃる場合もございました。自治会の方で呼
びかけていただきまして、多くの方にかけつけてくださ
いました。非常にご理解をいただけたのですが、質問の
ときに私たちは今こんなに苦労していますという意見を
非常に多くいただきました。ゴミや資源を出すというこ
とに非常に協働の理念といいますか、今までも行政で
やっていないことを率先してやっていただいていたんだ
なというのがよくわかりました。前回説明会ではなく
て、意見交換会にしたらどうかとご意見をいただきまし
た。そこで私たちは皆さんに説明をする前に市が提案す
るというのはあくまでも案ということで、決定したもの
ではございませんと、今日は説明会という名前ですが、

意見交換会にも本日もおいでいただいていますが、今
回応募いただいているワーカーズコレクティブ想という
NPO法人、社会福祉法人敬愛会、ボランティア団体のパ
パボラやまとなど様々な分野の方、今まで行政の中にか
かわる機会がなかなかなかった方たちとこれから一緒に
取り組んでいきたいと思っております。
【応募者】ワーカーズコレクティブ想といって17年間大
和でヘルパー活動をしております。この 17年間の歴史
の中で、つきみ野から全域にわたって毎月210名ほどの
ワーカーがエネルギッシュに動いております。こういう
財産をこのふくしの手で使わせていただいたら、目的が
同じでよいのではないかと名乗りをあげました。
【応募者】敬愛会でございます。皆さんの手で育てられま
した。昭和37年に進出してまいりまして、今年43年を
迎えます。私たちが皆さんにうけたご支援なり、こうし
て育てられてきましたことについては今度は私が何かお
返しをしたいと思いまして、ふくしの手をもっともっと
大きく広げて、福祉は大和と、そう言われる地域にして
いきたい。この敬愛会がなんらかの形でお手伝いしてい
きたいと思い、この協働提案に参加しようと思いまし
た。
【応募者】パパボラやまとです。パパボラやまとは95年
に発足いたしまして、今年10年目を迎えます。その間、
私たちは施設や障害者のご家庭のお手伝いをしておりま
した。126件、それを日常的にやっておりまして、そう
いうような経験がございます。今回の趣旨に合うだろう
と手をあげてみました。

皆さんからご意見をいただく会ですと申し上げました。
そういった手前もあり、協働開催事業として具体的な説
明が逆に難しくなってしまいました。こういうことを皆
さんにお手伝いいただきたいということがあまり明確に
言えないという状況がございまして、9月議会で条例改
正した後にこれからも継続して続けるということで進め
ております。
【市事務局】今担当課からご説明があったような経過が
ございまして、ご応募をいただいておりますのが、小林
さん、山口さんという個人の方しかご応募をいただいて
おりません。いずれも直接というよりは、お手伝いをど
のようにしていったらよいのか、そういったところも含
めてお話をいただいております。本日は山口さんがい
らっしゃっておりますので、一言いただきたいと思いま
す。
【応募者】私は大和市市民活動センターの運営委員とい
う関係でご協力をしなければならないのではないかと
思っておりました。先ほどもありましたように、すでに
説明会が行われておりまして、まだ条例は通ってないの
ですが、個人としてやれることはやりたいと思っており
ます。
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1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

6.ニコニコ
会 

 

高齢者 

福祉課 

 

飲食系組合

等の合意を

担保された

い。 

障害 

福祉課 

 

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

9.敬愛会 

 

高齢者 

福祉課 

 

 

アフターケアーの具

体的な方法を明示さ

れたい（早期に）。メ

ンタルケアーについ

ても同様。 

・【推進会議委員】Aグループを担当しました推進会議委員で
す。私個人としてはお互いやる気になれば実現性は高いので
はないかというふうに思いました。なぜかというと、調整過
程でもこれからの介護保険法の姿勢を視野において、介護予
防という点では両事業とも非常に重要である、という行政の
方の意見と、ささやかなことからでも始めていきたいという
提案者の意欲とか、これから自分たちが事業展開するに当
たって購入する機具類をさらに活用していけたらという部分
で、お互いの気持ちも一致しているし、実現性は高いのでは
ないかというふうに判断いたしました。

・【市高齢者福祉課】（ニコニコ会について）資料にもありま
すが高齢者、障害者につきましても居場所作りという点では
協働としてやっていけるのかなと思いますが、もう少し具体
的な内容について確認していきたい。私どもは専門職もござ
いますので必要に応じてそういう場に出向いていくことも可
能かなと思いますが、線の真ん中に貼ったというのは、もう
少し具体的に詰めていければなと、そういうところで少し微
妙なのですが。

A
グループ
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・【推進委員】事業提案者のお二人は謙虚で協働事業実現性
の高いところにはシールを貼っておりませんが、多分お二人
の気持ちとしてはいろいろ検討すべき事項があり、その熟度
を高めたうえで、今年は実現できないけれど、何年か後に協
働していきたいという思いじゃないかと私は思います。ス
ポーツ課の方からお話を聞いたところによりますと、施設を
希望する方の倍率が一番高いときには５０倍にもなることも
あるということですので、施設を提供する側も利用する側も
大変な思いをしているのだということもわかりました。実は
施設が不足しているのではないかということも考えなければ
ならないのではないかと私は調整の場で感じました。提案
者、そしてスポーツ課の方からの話を聞いて、現状のままの
提案では両者の折り合いがつかないだろうと思いました。改
めて別の角度からの提案といったものが必要ではないかとい
うふうに判断し、一番右に貼りました。

・【提案者／リアライズ】私は一番右につけましたが、文部科
学省は総合型地域スポーツクラブを推進している地域のクラ
ブ化をして市民との交流をし、スポーツを文化として取り入
れていこうというのが方針であり、大和市でまだ完全に協議
されていないので、我々が提案して情報を公開して数年後に
進展していければいいなと思いました。
・【提案者／体操協会】スポーツの振興というのは地域の住
民から始まっていくわけですけれども、新体操に限らず、ま
ずスポーツをやりたい子が集まって優秀な指導者を呼んでき
て指導していただく。教室から始まり、そこから継続的に来
た人がもっとやりたいとクラブ化を進めていくことになる。
そしてそのクラブがだんだんと大きくなっていって総合型地
域スポーツクラブとか、中学校、高校の部活動と連携してい
く形を目指していきたい。模索の段階だとは思いますが、文
部科学省の実行日というのは期限がありますけれどもそれに
向けた方向性で我々はやっていきたいと思っております。

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

2.NPO 法人 
リアライズ 

 

スポーツ

課 

 
 

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

8.大和市 
体操協会 

 

スポーツ

課 
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C
グループ

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

10.まほろば 
文芸大賞 

 

指導室 

  

 

・【推進委員】出張教室から拡がる温暖化を考える会で二度
調整の日を持ち、３人とも出席をして話を聞かせていただき
ました。事業としては実現してほしいし、温暖化を考えてい
くことは必要であり、子どもたちに伝えてほしい、地域の人
たちにも知ってほしいということもあったのですが、出張教
室の中でどういう協働ができていくかということを詰めてい
く必要性があるということで、３人とも同じところで印がつ
いているという状態だと思います。
それから、もう１つのまほろば文芸大賞の方は私はとにか

く形にしていただきたいとお願いしました。作品の募集とい
うことでは、青少年の育成の方の観点から作文募集があると
いう話がありますね。また、教育委員会の指導室からは、学
校を通しての作文募集というのはいろいろなところであると
いうことです。ですが学校で手を入れなければいけない作文
になると、それは当然正しい書き方をしなければいけないと
いうことです。

・【提案者／出張教室】それは重要なことなので当然教えな
ければいけない。青少年の育成の問題からきちっとした作
文を書ける、或いは他の評価の仕方もあっていいと思うん
です。でももう一つ市民の側からみて、どういった発想の自
由が生まれてくるかということで市と協力してやっていく
ものがあってもいいのではないだろうか、そうすると三者
三様の評価の仕方があってバランスがとれるのではないか
と考えました。
（次ページに続く）
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1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

3.温暖化を 
考える会 

 

環境総務

課 

 

 

 



・【推進委員】出張教室の方ですが、これは環境総務課から
の具体的な提案をたくさん用意することで、いろいろな事業
展開ができるのではないかと前向きなアドバイスを受けまし
て、今後具体的に動けるなと思いました。
　それから、まほろば文芸大賞の方ですが、学校という場を
通しての作文という指導には少し限界があるのではないかと
思うので、民間の団体、例えば塾とかお稽古教室などとの提
携を視野に入れながら新たな協働といいますか、展開をして
いきたいなと思いました。
・【推進委員】学校の仕組みの中に市民が提案したことを柔
らかく受け止める仕組みがないのが不思議な感じがする。
我々市民からすると、少年や青年たちが自由に発表する機会
を作ってそのことがまた新しい可能性を生むという機会をど
うして日本の教育はうまく取り込めていけないのかととても
不思議でして、先ほどのお話しのように行政の中でなく民間
でやるかということなんですが、しかし行政でもやってほし
いなという気もしまして、皆さんがどう考えてるのかご意見
を聞きたいのですが。
・【推進委員】今おっしゃったことにはまったく同感してお
ります。教育委員会指導室さんのコメントというのは去年と
ほとんど同じで、こういうふうに協働の機運が高まってきて
いる中でどういうふうに自己改革をしていくか、そこの場で
の専門性というのをこの一年間で学ぶべきだったのではない
かと思います。まほろばのことについては、この新しい公共
というのは事業者も一緒に担っていくべきものなので、例え
ば、タウンニュースやＦＭ大和などと一緒に組んで教育その
ものを外側から変えていかないと変わらないのではないかと
いうふうに思います。
・【教育委員会指導室】今のご発言に対して１つだけ、私ども
の立場をご説明させていただきたいと思います。基本的には
学校教育の立場で出ておりますので学校教育の立場からの発
言しかできません。そういう意味でいうと、頑なだと言われ
るかもしれませんが基本的には去年から申し上げております
ように、教育課程の編成権は学校にあります。その制度のご
説明をしたうえで、できる範囲で学校にこういう文芸大賞が
あるとか、作文を募っていますよという情報提供はさせてい
ただくということになっています。

協働事業という形で学校教育の立場から行うとすると、基
本的には作文への取り組みを授業の中でやっていく必要が出
てくる。それについて提案者に確認したところ、学校教育の
中でその指導をするのは基本的にはやめてくださいというお
話でした。そういうことですので、学校教育の立場から申し
訳ありませんが一緒にやっていくということに対しては限界
があるということです。大和市全体から見るとなるとそれは
また別の問題であると思っております。
・【推進委員】去年もこういう話になって、学校は紹介する
くらいしかできないという話だったのですが、裁量権は校長
先生にあるというのなら校長先生に来ていただかないとなか
なか話が進まないのではないかと思います。作文を書くとい
うのはそんなに難しい話ではないと思うので、学校教育の中
にそれを入れると大きな混乱が出てしまうということはない
と思います。ですから教育委員会もその辺を少し柔軟に考え
ていただきたい。そしてあくまでも提案を決めるのは協働推
進委員であって、指導室でできないとしても推進会議でこれ
はやるべきだと判断したらやる、という形で市に提案すると
いうことになります。
・【参加者】先日調整会に出席させていただきましたが、今
の指導室の方の意見について少し誤解があったのかもしれま
せんが、提案者は学校での指導はやめてくださいというふう
にはお願いしていないと思います。当然それは学校の仕事
で、私はそこまではしませんよという意味だったと思います
ので、そこの所を訂正させていただければと思いました。
・【参加者】青少年センターです。青少年センターの立場と
しましては、同じ教育委員会の中ですけれども、本来の目的
は青少年の健全育成事業ということで、協働の提案の趣旨と
少し異なりますので、このままのご提案ではお受けできませ
んよ、というお話をさせていただきました。内容について
も、作文の能力や技法についての部分の開発という部分に関
して、同じように青少年センターの趣旨とは少し違いますの
でもう一度中身についてご検討を、ということです。　青少
年センターでは青少年健全育成大会ということで作文の募集
と表彰をしております。同様のことを二つということになる
となかなか難しいことになりますので、実現についてはもう
一度ご検討いただきたいと思います。
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D
グループ

・【推進委員】プロジェクトとしてこのけやき並木をどうす
るかということは、地域の自治会を巻き込んで行ったらよい
のではないかというお話がありました。それ以外にも協働で
きる点があると提案者からのお話で、事業そのものは街の並
木を市民の力で守っていくということですから、非常に協働
の趣旨とも合っているので協働できる点があれば協働にした
らよいのではないでしょうかというお話をさせていただきま
した。その後提案者の方が、特定の政治団体、或いは政治活
動と深い関わりがあるという情報が入ってまいりましたの
で、新しい公共を創造する市民活動推進条例第2条の提案者
の資格に関して疑義があると思いまして、その他のところに
貼らせていただきました。その点を少し調査しまして、更に
検討したい。ただ、今の段階では提案者の資格に疑義がある

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

4.つきみ野 
けやき並木 

土木 

総務課 

自治会との 

協議の場 

づくり 

 

テーマ 

としては 

実現性高い 

 

提案者の資格に

疑義あり 

（政治団体・政治

活動団体との関

係） 

土木 

管理課 

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

5.リーフ 
パイ 

 

水と緑課 

 

 

 

 

と私は思っております。
・【推進委員】今お話がありましたように、条例を運用する
推進会議としてもう少し議論をしていかなければいけない
という話になっております。ただ、剪定を重視して、市民と
市と更に自治会というのが一緒に議論していきながら、並
木のあり方を考える、緑を守っていくプロセスを作ってい
くということについては、単につきみ野だけでなく、大和市
の並木をより良くしていくために1つのモデルになりうる良
いご提案だと思っております。ですから今後この良い提案
を協働事業として成り立たせていくことができるかという
ことをこれから推進会議で議論していきたいと思います。
（次ページに続く）
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・【推進委員】今お二人がご説明になったのとまったく同じ
でございます。テーマは小さなものであっても私自身はそれ
が市民の方、行政など皆様が入って一つ一つ苦労しながら立
ち上げていくのが新しい公共の原点だと思います。ぜひとも
この提案をスタートさせていろいろな形で街へ影響を与えて
いきたいと思います。ただ、先ほど説明がありましたよう
に、検討すべき材料が出たので、これはテーマとは別に推進
委員の中で考えていかなければと思います。
・【市土木総務課】今お話があったように、地域でこれから
プロジェクト会議を動かしていくので、基本的に今回協働で
ご提案いただいている内容とかけ離れた結果が出るとは思っ
ておりませんが、ただそちらの結果がある程度定まる前に協
働事業としてスタートするのは難しいかなとは思っておりま
すが、結果として、このご提案の内容が協働事業として実施
できる可能性はかなり高いと思います。
ただこの表の区分けの中で今ご提案いただいている内容自

体を捉えれば、熟度はかなり高く、検討されつくしたものだ
と思っておりますけれども、外的要素を含めたその他の検討
というところでマーキングをしました。
・【提案者】私は大和市で市議会議員をしております。今回こ
のけやき並木再生事業が政治活動に当たるのかというところ
で、この間の経過をお伝えしたいと思います。そもそも、つ
きみ野のけやきを伐採、撤去するという話が出て、実際に去
年の年度末に6本が撤去されたわけです。それを見て、どう
してそれがなくなってしまったのか、と考えた今回の有志の
会の方が大和市の電子会議室のどこでもコミュニティに書き
込みをしました。私もそれを見まして、また同時に、並木の
道路沿いにお住まいの方からも私の方に問い合わせがありま
したので、その計画が具体的にどういうものなのかというこ
とを担当の方に来てもらって話を聞くという場を私が提案を
して持ちました。最初の所で言えば、私が主催をしたわけで
すが、それでお話を聞いたうえで、なるべくつきみ野のけや
きを残したいと思われる方たちが中心になって有志の会とい
うのができて、その後からは、有志が主体になってやってお
りますので、私は単に1メンバーです。その市民活動のメン
バーに入るということに関しては大和市の条例上、それに反
するものではないと思います。それに関しては、それぞれお
考えや感じ方があると思いますからご判断に任せたいと思い

ますが、経過としてはそういうところです。今回の提案も、提
案書を申請する際に、会則と、お金の回り方だとか、会員メ
ンバーなど全部つけておりますので、それを見て協働推進会
議が判断されるものと思っております。
もう一方では、私は議員としてけやきの活動を通して大和

市の街路樹の剪定の悪さというのを知ったわけです。市内の
樹木、街路樹をウォッチングして回ろうよ、ということにな
りました。市内全体で街路樹のあり方というのを考えていく
べきだろうということで、それはいつも私たちが出している
まちづくりレポートという手配りの機関紙でお知らせしてい
こうと思います。これは今回提案しているけやき並木とは全
く別のものです。
・【提案者】つきみ野の一住民でございます。このけやき並
木に関わっております。政治に関することは全く私はわかり
ません。一住民としてけやき並木再生を考えております。こ
こに『文芸春秋』という全国版の雑誌がございます。ここに
つきみ野のけやき並木かと思われるような写真が載っていま
す。これは広島県の福山市だそうです。ここに書いてある文
章、「この剪定を見て酷いと思わない人はいないだろう」と、
これはつきみ野の住民とまったく同じ意見でございます。
「行政は、街路樹はなるべく切り刻んで落ち葉が出ないよう
にするのが最善と考えているのかもしれませんが」という文
章があります。ということは、全国でつきみ野けやき並木と
同じ問題がまさしく写真で具体的に出ております。そこで、
何も福山市だけではない、全国の役所の土木管理課の人たち
は、街路樹は歩行者の日よけになることはもちろん、沿道の
建物から出る熱を冷まし、間接的にエネルギーを節約できる
ことなどをもう一度認識してほしいということが書いてある
わけです。ですから、ここで先ほど市土木総務課からもお話
があったように、一致してこの協働事業を推進いただいて、
この協働事業でけやき並木が再生し、ひいては大和市全体の
街路樹が再生をした、これは大和市役所の土木部が頑張って
再生させたと、全国からこういう取材があるかもしれないと
私は念じて、この協働事業が実現することを願っております。
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1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

1.二条通り
商店街 

契約 

管財課 

 

環境総務 

課 

産業振興 

課 

またひとつ「協働」の

突破口をつくったと思

っています。 

公益性を生かすこ

とのできる事業だ

と思う。 
 

 
1.協働事業として実現性
が高い提案 

2.もう少し熟度を高める
必要がある提案 

3.その他（検討すべき 
内容を含む提案） 

事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

7.しんちゃ 
んハウス 

 

 

産業 

振興課 

 

商店街との話し

合いをしっかり

したものを出し

てほしい。 

 

拠点が決まれ

ば実現可 

児童育成課 

商店街の人たちがこ

れは街のにぎわいが

成されるというチャ

ーミングな企画を出

していきましょう。 
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・【推進委員】2回調整があったわけですが、私自身も大変
勉強になりました。2回やることが必然だったようにも思え
ています。最初は両方とも裃を競うような形でぶつかりあっ
てしまうのですけれども、その中でとにかくお互いが何を
持っているか吐き出してしまうと、じゃあそれについて2回
目はどんな風に寄りそうことができるかということで2回目
の調整が傘の部分も空き店舗の部分でも非常に友好的に行わ
れたということが印象的で、その場をビデオにとって皆さん
にお見せしたいくらいでした。そこで一応「実現性が高い」
という評価として縦に流れているというのはそこに合意とい
うものが表れているのだなと感じました。
・【推進委員】二条通りの第 1回のときはその熱意に圧倒さ
れまして、確かにすばらしい提案ですが、ただ、やりたいと
いう気持ちだけではこれは推し進めていくわけにはいかない
なと感じながら1回目は二条通りの問題だけにならないよう
に、いかに大和市全体としてもっていくかという点でした。
もう一つの点は、行政が環境総務課と産業振興課と契約管財
課と3つの関わりがあり、話し合いになったのですが、初め
は、「譲渡する」ということに焦点が当たっていまして、譲
渡というのは大和市の条例の中に入っていませんので、それ
をいかに解釈するかという問題になりました。そしてそこで
一番印象に残っているのは、契約管財課の発言で、「まった
く想定していなかった提案だ」と言われたのですね。この提
案にはこれから新しい協働の事業として考えていくうえでの
いろいろな問題があるなと参加していて感じました。そし
て、じゃあその規則や条例をもう一度コピーしていただいて
そこを検討していこうということになりまして、それが宿題
となって、政策法制課がそれをどのように解釈するかという
ことが問題になりまして、貸与というのはいろいろな問題が

あるので、譲渡という形でこれから協働事業となっていった
場合にその部分を細かく話し合っていただくということにな
りました。
しんちゃんハウスの方は、児童育成課のこれからの協力も

大いに必要になるということを感じまして、また産業振興課
や商店街といかにコミュニケーションがとれるかが中心に
なっていくと思いますので考えていかなければならないと思
いました。
・【推進委員】空き店舗の方で色々話し合いをした結果、今後
の課題として商店街の空き店舗を確保するためには商店街が
何を必要としているかや、商店街の活性化にどう繋がるかを
考えていき、プランを作成していくのが良いと思いました。
・【市児童育成課】今までの中で、子育て支援センターなどで
提案者とは協働しています。拠点さえ決まれば、こちらとし
てはいろいろ手立てが立てられると思うので十分に協働事業
として成り立つと思います。
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が高い提案 
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事業提案者 

協働対象者 

推進委員 

11.LOVES 

モデル事業応募

団体で協働でや

りたいところが

出てきたら具体

的にすすめたい 

 

アイディアはよいが

LOVES をどのように

活用していくかが具

体的内容になってい

ない。 



 
13．道路環境
美化 

清掃用具の貸与

だけでなくもっ

とダイナミック

に対象者にゆだ

ねて良いのでは 

1.応募者名 2.協働事業の内容に 
対するアイディア 

3.その他問題点 

協働対象者 
（市民活動
団体等） 

事業提案者 

推進委員 

・ つきみ野まちづくり

委員会 

・ 東京電力（株） 

大和営業センター 

・ たのしい会 

・ 大和秋香会 
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1.応募者名 2.協働事業の内容に 

対するアイディア 
3.その他問題点 

協働対象者 
（市民活動
団体等） 

事業提案者 

推進委員 

12.防犯 
マニュアル 

・ 池本薫さん 

・ ガーディアンエンジ

ェルス大和支部 

・ 明るい街づくりの会 

・ 大和女性防犯会 

多くの方に参加していた

だくため 8 月に「防犯交

流会」を開催する予定。

交流会を通じてネットワ

ークを拡げていく。 

安全なまちづくり課 

「防犯」の定義が狭いので

は？今、問題になっている

おれおれ詐欺対策はどう

か？子供の誘拐、わいせつ

対策はどうか？以上からみ

ても、法律実務家、教育関

係者との協働も不可欠と感

じる。  



 
14．ふくしの手
  全員集合 

具体性が

みえない

ため、ど

ういう福

祉の手が

必要か、

明確にし

てほしい 

 

地域の「福祉力」

が問われる時代

となる。ならば、

福祉の力をどう

捉えるかによ

り、福祉の手が

明確になると思

うが・・・。  

 

地域に貢献するた

め、福祉の施設とし

て何が期待されてい

るのかを明示して欲

しい。  

 

市の提案事業なので早

速始まると思うが、事

業開始後に行き違いが

生じないよう、協働の

協定書の中で相互の役

割をしっかり確認して

ほしい。  

1.応募者名 2.協働事業の内容に 
対するアイディア 

3.その他問題点 

協働対象者 
（市民活動
団体等） 

事業提案者 

推進委員 

・NPO 法人ワーカーズ 

コレクティブ想 

・社会福祉法人敬愛会 

・パパボラ大和 
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15．資源とごみ
の出し方 

協働事業として

の意味が不明

確。  

 

市民団体の

参加を働き

かけよ。  

ゴミは市民 NPO

の協働の本命。

行政も本格的に

取り組んで！  

ゴミの問題は、事業者も

まきこまないと進んでい

かないのではないか？A.

そもそもゴミとなる包装

紙などの問題。B.分別し

やすくなっているかとい

う問題。C.回収可能性に

ついてのゴミの出し方の

みの協働について今更必

要かが不明。  

・ 小林敏興さん 
・ 山口昭三さん 

公募との違いが

いまだ不明確  

ゴミの減量化は日常

的に行政と市民は協

働している。共通の

課題といえる。この

協働事業を契期に、

もっと日常的な意見

交換やアイディアを

出し合う場ができる

といい  

1.応募者名 2.協働事業の内容に 
対するアイディア 

3.その他問題点 

協働対象者 
（市民活動
団体等） 

事業提案者 

推進委員 



Fグループ行政提案について
・【推進委員】行政提案事業というのは昨年度から出ており
まして、昨年度は男女共同型参画社会を作るためのアンケー
ト調査というところと、もう今、実際に動いております市民
活動センターの管理運営というところで行政提案がありまし
た。この場合は男女共同というのがセシリア女子短大と、市
民活動センターというのが協働の拠点準備会と、もう相手が
決まっていてでてきたというようなところでした。
今年は、まったく相手が決まらない4件の提案が出ている

のですけれども、1件のふくしの手全員集合というのは概要
がまだほとんど決まっていない、地域福祉計画というのを
ベースになって、そのうえで人材の育成や開発というような
提案があり、他の3件はかなり内容が詰まっていて、公募を
かけているのとどこが違うのか、というふうにも見えたりし
て、協働推進会議としても、行政提案型協働事業というのは
どうあればよいのかというところはまだまだ議論の余地があ
ると感じました。こういうことをやっているのは大和市くら
いだろうというようなこともありまして、さきがけというこ
とでは、まだまだどうあるべきか私たちが熟度を高めなけれ
ばいけないと思っています。私の意見としては、ふくしの手
全員集合はまだ非常に漠然としているということです。市民
側の提案と違って行政側の提案事業というのは即始めること
ができます。ですから即始まるであろうときに、事業が始
まってからお互いにすれ違ってしまわないように、協働の協
定書というのにお互いの役割を明記されて、スタートしてほ
しいと意見させていただきました。
また、防犯マニュアルも協働提案されているということは

公募とは違い、協働事業とすることによって市民側がどのよ
うなメリットがあるか、また、行政政策にどのように反映さ
せていけるかというようなあたりを考えていければよいと思
います。
・【推進委員】やはり行政提案というのは非常に難しいもの
だと感じております。相手が決まらない中で、何を協働事業
としていいかということも定まらないというところがありま
すが、それが必然でもありまして、その部分で判定するとい
うのもかなりの部分で難しい事業であると感じております。
特にふくしの手全員集合については表現自体も抽象化されて
いるということですが、ただ、福祉というのは実際に活動し
ている団体がたくさんありますので、そういった現場からの
具体的な提案により進んでいくのではないかという期待はあ

ります。
それに対して、防犯マニュアルや資源とごみの出し方につ

いてなどは特定のものに特化されているものに対して、どこ
の部分が協働になっていくのかというのをはっきり見定めな
いと、単に意見を聞くだけ、ということになってしまうの
で、市民の方に参加するメリットがあるのかというのが見え
にくくなるという危険性がありますので、もう少し考えるべ
きではないかと思います。
防犯マニュアルに関しましては、最近は高齢者に対する

オレオレ詐欺、リフォーム詐欺といったものや、子どもの誘
拐やわいせつというのが社会問題になっております。そう
いうことの解決の 1つには法律の知識、契約に関するハウ
ツーや教育関係者、塾など実際に子どもの送り迎えをして
いる人たちはこのような問題をどう考えているのか、とい
うのを聞いた方がよいのではないかということで、具体的
には法律関係者、教育関係者にもっと声をかけるべきでは
ないかと感じました。
　ごみに関しては、ごみの出し方変更に関してだけでよいの
か。ごみというのはすべて買ったものがごみになるという必
然があります。そうすると、商品をつくる事業者も出しやす
いごみになる商品を考えるというような事業者を取り込んで
いったほうが良いのではないかということでもう少し考えた
方がよいと思います。
・【推進委員】行政提案を協働事業として出すということは、
問題もたくさんありますが、行政がなかなか参加というこ
とを行政の中に取り込みたくないという時代があり、まだ
これは始まったばかりなので協働といってもほとんど決
まっていて公募と変わらないと言われたようなレベルのも
のもあるかもしれませんが、防犯マニュアルも市民の方と意
見交換会で話し合って、行政が考えていたようなものとは違
うので、もう一度一から話し合おうとしたということが協働
事業ということの大きな意味だと思うのです。小さい所の積
み重ねから段々自信をつけて本格的な協働にいくといいなと
思います。また、ごみの問題こそ市民と徹底的に考えていか
なければならないと思います。一気に進まないのは致し方な
く、説明会を開いたら市民の方がすでにいろいろなことを工
夫しておられるということを知りましたといっておられて、
そこからつながっていってほしいなと思いました。

今日はお疲れ様でした。今回で3回目の協働事業公開検討会
ということで、公開調整を経た調整結果をもう一度考えよう
という趣旨で行いました。今後今日の話を協働推進会議を開
きまして話し合い、8月末頃、大和市長に提言をする予定で
あります。本日はこれで終わりにしたいと思います。長い間
ありがとうございました。

～中村副代表よりまとめのあいさつ～
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    一提案６分と時間は短
かったが、ポイントがま
とまっていて良かった。
表にポストイットを貼っ
ていく形式に、見やすく
するような工夫が感じら
れた。

取り下げられたＮｏ．１１の事業（ボラン
ティア預託）についても推進会議委員のコ
メントを聞きたかった。　取り下げのプロ
セスが安易過ぎるように感じました。

　　 公開検討会とは検討することが目的であるはずなので、
各提案者の発表にとどまっている“報告の時間”は改
善が必要。何が決定して、何を共に考えていきたいの
かというある程度のフォーマットがあるとよい。実際
に調整した当事者だけがわかる話が多かった。

　　 公開が限られた公開に
なってはいないか。相変
わらず市職員が多く、市
民主体の協働になってい
ないのでは。

    議論のうえよく
まとまった

    本日は、大変参考になりました。
ありがとうございました。大和
市協働事業が活発化することを
願っております。私としては、協
働については、行政との協働と
いう観点では行政が施策として
どうしてもこぼれてしまうもの
を市民の側からすくい上げて、
行政との協働ワークにのせてい
くものと考えております。

    スムーズに進められているが、公開の場であ
るなら、提案者、行政担当者、推進委員以外
の市民の意見をポストイットでも良いから参
画できる工夫はないでしょうか。

     ただ、担当課と
提案者の調整結
果の報告でな
く、協働推進会
議に提案してい
るという点で明
確にしたい。

　　市民提案について
はスムーズに進ん
でいたが、行政提
案についてはこれ
までの経緯が異な
るにもかかわら
ず、同様に進める
ことに無理がある
ように感じた。（途
中市民活動課から
経緯の説明があり
ましたが、それだ
けでは聞いている
側は切り替えがし
づらかったです。）

商店街は、ＮＰＯと
パートナーにはなれ
ます。しかし、スポン
サーにはなれません。

　　 いずれの提案も、不透明な印象を
受けた。誰を対象にしているのか、
何を目指していいるのかその事業
は他の市民にも影響を与えるのか、
などをキーワードにしてカテゴ
リー分けした方がいいと思う。あ
くまでも大和市との協働作業なの
で、一部を対象とする事業が多い
ことに疑問が残った。

行政提案、特にごみの出し方に
ついて、一言、まず目的がはっ
きりないこと。（はじめに有料
化ありき）が設定され、これを
説明するプロジェクトになって
いる。ごみの有料化を問題にす
るのか、回収方法が問題なの
か。考えるに「ごみを減らすこ
と」に焦点を絞った形にできな
いのか残念です。例えば、生ご
みと可燃ごみの徹底的分別によ
り、生ごみのたい肥としての再
生も考えられる。また資源ごみ
の徹底的回収ができれば、現在
のごみはおそらく1/3位に減ら
せるのではないかと考える。こ
れらの視点からの取り組みな
ら、効果は大きい。

   いかに、行政が頭のまわらないところを市民がフォ
ローしていくことではないかと思います。そのため
には、市民がどこまで汗をかく覚悟があるのか、そ
の度合いの大きさにより、より大きな協働が成果と
して得られるのだと思います。　机上の協働を大き
く踏み出す覚悟が市民にはこれからどんどん必要に
なると思います。協働の主役はあくまで市民である
と思います。本日はありがとうございました。

（出張教室からひろがる温暖化を考える会）提案
者の趣旨は充分に理解でき、必要性も認識でき
ます。協働事業については、もう少し熟度を高
める必要性があり、環境立市フェア等に参加し、
他の環境団体との提携を計り、提案内容の具体
性を高めてみてはどうかと思う。

    推進委員の評価の仕方を
見た時、本当に提案者の
思いを具体的に一緒に協
働事業に質的に練り上げ
る立場にたつのか仲介役
の立場を取るのかが問わ
れる。前者なら、あまり
建前論を押し通すかたく
るしい意見はひっかか
る。

予備知識があまりないまま参
加してしまたので、事業提案
の多様さに驚いた。様々な立
場の方から意見があり、非常
に興味深いものであった。

    行政提案という
協働がこのよう
な形で必要か疑
問がある。協働
の役割をもっと
考える提案であ
るべきでは

    熟度の低い提案が
多かった。

    政治団体の関与に明
確な指針を！

1.検討会の進め方について

2.提案の内容について

■ご意見カード
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